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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

○学生の到達すべき学習成果に関する目標の明確化とその達成に向けた教育課程の編成･実施に関

する具体的方策 

 ①学群スタンダードの検証を基に、専門的能力を踏まえた学士課程全体の教育の実践を継続する。 

②学群スタンダードにおける教育課程編成・実施の方針の検証を踏まえて、体系化・構造化され

た教育課程の編成と実践を継続する。また、科目ナンバリング制については、策定した具体案

をもとに導入の準備を行うとともに、アクティブ・ラーニングについては、取り組みの推進を

継続する。 

③学生の満足度調査を踏まえ、教養教育機構評価委員会により教養教育改革の実施について検証

する。 

 

○大学院における教育目標の明確化とその達成に向けた教育課程の編成・実施に関する具体的方策 

①「筑波スタンダード（大学院全学版）」の実施状況を検証する。 

②大学院共通科目の検証を踏まえ、実施を継続する。 

③分野を横断する学位プログラム等の整備を推進・支援する。 

④鹿屋体育大学との連携による体育・スポーツにおける共同専攻の設置に向けて、共同教育プロ

グラムの実施、共同専攻設置申請を行い、入学試験を実施する。 

⑤国際的通用性のある教育システムの構築を目指し、筑波スタンダードの実証及び検証を行い、

共同パイロット授業を開発・実施し、共同教育プログラムを構築する。 

⑥国際バカロレア教育研究システムの開発を目指し、全学的な検討体制を整備するとともに、IB

教員養成学位プログラム及び IB 教育を導入するためのカリキュラムの調査研究等を行う。 

 

   ○入学者受入れの方針の明確化とこれに応じた入学者選抜の工夫に関する具体的方策 

①グローバル化を踏まえて再設定した学士課程における特別入試の枠組みに基づき、国際バカロ

レア特別入試を含むグローバル入試を検証する。 

②大学院スタンダードに基づく各教育組織の教育の実情を検証する。 

③大学院学生募集要項の Web 化を推進するとともに、入学願書の Web 出願システムの推進及び先

行のシステムを検証する。 

 

   ○成績評価の実質化・厳格化に関する具体的方策 

    ①履修状況に関する評価方法に基づく追跡調査により、成績評価の質の向上を実証する。 

②GPA 等の経年変化調査により教育の質を検証する。 

 

   ○大学院における学位の質保証に関する具体的方策 

     大学院における達成度評価システムの基本的事項について検証する。 

 

 （２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

○総合的な教育企画・実施機能の充実と評価・改善機能の強化に関する具体的方策 

①教育企画室を中心に教育の質保証の企画立案・推進支援を行うとともに、グローバル教育院に

おいて分野を横断する学位プログラムの実施・運営を行う。また、新たに教師力開発の推進・

支援を行う体制の整備及び方策を策定する。 

②教育の実質化に向けた学士課程及び大学院課程のフレームワークを踏まえて、施策を実践する。 

③各教育組織における FD 活動報告書を毎年度作成し、公表する。 

 

○教育の質の向上に資する環境整備に関する具体的方策 

 ①e-Learning 推進のフレームワークに基づき、システムの活用を推進する。 

 ②2 学期制の課題を抽出し、改善を図りながら継続して実施する。 
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 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

   ○学習相談･助言･支援の組織的対応に関する具体的方策 

    ①学生のメンタルヘルス問題への対策活動を継続して展開し、自殺を防ぐための一次予防対策に

重点的に取り組むとともに、総合相談窓口の相談体制及び学生支援組織の連携の在り方におけ

る検証を基に、新たなプランを策定する。 

    ②グローバル化に対応したきめ細やかな経済支援を実施するための新たなプランを策定する。ま

た、東日本大震災等で被災した世帯の学生に対し、引き続き経済支援を実施する。 

     

  ○快適で安全な学生生活環境の創出に関する具体的方策 

     学生宿舎の改善について、グローバルレジデンス整備事業計画に基づき、新棟建築及び既存棟

改修工事等に係る準備を行う。また、新たな福利厚生事業の平成 28 年度からの運用開始を目指

した準備を行うとともに、研修施設の利用者拡大や経費削減の方策について検証を行う。 

 

   ○キャリア･就職支援の拡充に関する具体的方策 

     「筑波大学ダイバーシティ・キャリアセンター」の設置に向けた準備を進める。また、進路進

捗状況の把握や未内定学生の就職支援の充実、及び大学院後期課程学生及びポスドクのためのキ

ャリア・就職支援プログラムの更なる実質化を推進する。 
 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

   ○国際的に卓越した水準の研究の達成に関する具体的方策 

    ①中期的な展望に立った URA を活用した研究支援システムを推進する。また、筑波研究学園都市

の諸機関等との連携により、既存の学問分野を超えた共同研究を推進する。 

    ②学長のリーダーシップの下、国際的に高い成果が期待される分野や世界トップレベルの拠点形

成を目指す睡眠医科学分野などの研究を重点的に実施する。 

    ③サイバニクス研究センターにおいて、関係機関等との連携による臨床試験の実施及び基礎研究

へのフィードバックを推進する。 

    ④社会的課題の解決に向けて、包括協定締結企業等と連携し、本学の研究成果を活用した共同研

究を積極的に推進するとともに、新たな連携の構築に取り組む。 
 

   ○研究水準・成果の国際的視点からの検証と質的向上に関する具体的方策 

     研究水準・成果を国際的な水準の観点から検証するためのシステムを活用し、URA による研究

力の分析を行うとともに、研究者・研究組織へのフィードバックを推進する。 
 

 （２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

   ○研究企画機能の整備と研究支援の具体的な方策 

    ①充実強化した研究に関わる企画・運営組織により、研究グループの形成を支援・促進する。 

    ②研究活動状況と研究戦略に基づき、基盤的研究経費と重点及び戦略的経費を最適に配分する研

究支援システムを着実に推進する。 

③学長のリーダーシップの下、研究戦略イニシアティブを軸とする研究推進機能を活用し、重点

研究センター及び学術研究センター等を重点的に支援し、国際的な拠点形成を積極的に推進す

る。 

    ④研究センターについて、将来計画を踏まえた学際的で国際的な研究活動を展開するとともに、

センター評価を実施する。 

    ⑤研究センターの機能別再編成のための調査・分析を基に、再編計画を策定するとともに、前臨

床がん材料のバンキングの拡張と微量材料を用いたゲノム解析システムの構築を行う。 
 

   ○研究に必要な設備等の整備に関する具体的方策 

    ①設備整備に関するマスタープランに基づく研究設備の整備を行うとともに、研究設備の学内共
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同利用化と学外への共用を推進する。 

    ②研究支援センターについて、将来計画に基づく研究支援機能の高度化を推進するとともに、セ

ンター評価を実施する。 

 

   ○共同利用・共同研究等に関する具体的方策 

     中間評価を踏まえた共同利用・共同研究拠点形成強化事業及び双方向型共同研究事業により、

国際的な研究体制を強化し、国際水準の研究を実施する。 

 

 ３ その他の目標を達成するための措置 

 （１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

   ○社会等との連携・協力、社会サービス等に関する具体的方策 

    ①技術移転マネージャー等を積極的に活用して産業界への技術移転を推進するとともに、産学連

携の更なる底辺拡大に向けた支援策を実施する。 

    ②教員免許状更新講習の実施結果の検証を行い、現行法制度の下での講習を充実させるとともに、

平成 28 年度からの法制度の改正に伴う準備を行う。 

 

   ○筑波研究学園都市における連携促進に関する具体的方策 

     つくば 3E フォーラムの活動を通じて、研究機関及び自治体との連携を推進し、環境・エネル

ギー等に関する社会的課題に対して、各タスクフォースを中心にプロジェクトを推進する。 

 

 （２）国際化に関する目標を達成するための措置 

   ○国際的に卓越した教育研究の促進に資する国際戦略の構築・実行に関する具体的方策 

     国際室においては、スーパーグローバル大学創成支援事業にかかるキャンパス・イン・キャン

パス構想実現のため、海外協力校との連携強化及び環境整理を行い、グローバル・コモンズ機構

においては、学生部と機構の国際交流支援部門との合同改組を実施し、増大する学生・研究者の

派遣・受入を円滑に遂行し、また、一元的な学生支援体制の整備を行う。 

 

   ○留学生交流と研究者交流の拡充による国際的な人材交流の推進に関する具体的方策 

    ①国際室においては、協定校からの留学生受入れ戦略に基づいた交流実績の把握及び戦略の見直

しを行い、グローバル・コモンズ機構においては、TSUKUBA Study Abroad プログラムにより学

生の海外派遣を推進・支援し、特に、文部科学省の留学プログラムや大学独自の財政支援によ

り海外派遣を促進する。 

    ②国際室においては、国際戦略に沿った教育・研究交流推進策を立案し、グローバル・コモンズ

機構においては、研究大学強化促進事業等による研究者交流、海外の研究室招致等による外国

人研究者等の出入国関係業務の支援を行う。 

 

○スーパーグローバル大学創成支援事業に関する具体的方策 

キャンパス・イン・キャンパス（海外パートナー3 大学）を核として、科目ジュークボックス
の構築（設計・開発、設備導入、科目の蓄積）、新たな学士課程学位プログラムの開設準備（検討
組織の設置、コーディネータ教員の配置、カリキュラムの編成）及び海外の教育研究ユニット（3
ユニット）の招致を行う。 

 

 （３）附属病院に関する目標を達成するための措置 

   ○優れた医療人養成に関する具体的方策 

     各地域に整備した教育センターの指導教員の増員等による教育の質向上及び地域医療への貢献

度の検証を行うとともに、センター教員の大学における教育・臨床研究へのコミットを推進する。 

 

   ○先端的医療の導入による新たな治療法の開発に関する具体的方策 

     つくば臨床検査教育・研究センターにおいて、高精度なデータの早期還元、新たな臨床検査法
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の開発、センター機能を活用した実践的教育及び臨床検査技師の生涯教育の拠点形成、外国人招

聘研修事業による国際貢献を行うことにより、同センターの整備に伴う各種効果を検証する。 

 

   ○安心・安全の確保と質の高い医療サービスの提供に関する具体的方策 

     けやき棟の供用開始に伴い、重症病症の増床及び手術室の増室整備による急性期医療の充実、

診療システムの電子化による安全性・業務効率の向上及び個室増室による療養環境の向上等、診

療環境の整備に伴う各種効果を検証する。 

 

   ○持続発展可能な病院運営に関する具体的方策 

PFI 事業の全面的開始に伴い、SPC（特定目的会社）からの一括購入によるコスト削減及び周辺

業務（ノンコア業務）の移行による労働環境の向上に取り組むとともに、コスト削減効果を検証

する。 

 

（４）附属学校に関する目標を達成するための措置 

   ○大学と附属学校との連携に関する具体的方策 

     大学と連携し、教育実習など教師教育を更に充実するとともに、2020 年に向け、初等中等教育

段階におけるオリンピック・パラリンピック教育を推進し、その成果を全国へ発信する。 

 

   ○初等・中等教育の教育拠点形成に関する具体的方策 

大学と連携し、グローバル人材育成プログラムの開発や効果測定の研究を行うほか、海外の学

校との交流や児童・生徒の短期留学制度を整備・充実する。 

 

   ○特別支援教育の総合的支援体制の充実に関する具体的方策 

     特別支援学校と小・中・高等学校との交流及び共同学習を充実するとともに、実践報告等に基

づく研究成果を公表・検証する。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置  

   ○教育研究組織の編制・見直しに関する具体的方策 

志願状況や定員充足状況、社会的な要請等の観点から入学定員の見直しを順次実施する。 
 

   ○柔軟で多様な人事制度の構築と優れた教職員の確保・育成に関する具体的方策 

    ①人事・給与システムの弾力化として、新たな業績評価に基づく年俸制を促進する。 

    ②複線型人事を推進するため、検証結果及び職務を踏まえ、専門職スタッフのキャリアパス等の

労働条件を策定する。 

③若手・女性・外国人教員等の構成比率の数値目標を定めて、人員構成の多様化を進めるととも

に、全学戦略枠の検証を行う。 

④海外教育研究ユニット招致制度や、年俸制・混合給与などの活用により、外国人教員の任用を

推進する。 

⑤若手教員の雇用計画に基づき配分した全学戦略枠を活用し、優秀な若手教員の雇用を促進する。 
 

   ○職員の人材開発・人材育成に関する具体的方策 

     人材育成基本方針に基づく研修・自己啓発等のプログラムを実施するとともに、職員育成研修

制度の検証に応じた改善を行う。 
 

   ○男女共同参画社会実現に関する具体的方策 

     女性管理職の登用やダイバーシティの一層の推進に資する FD 研修を各部局と連携し実施する。 
 

   ○学長のリーダーシップの下で、大学運営のガバナンス体制を確立するための具体的方策 
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①組織評価において、平成 26 年度を対象とした年度活動評価を実施し、評価結果を大学・組織

の運営にフィードバックする。また、組織評価システムの検証を行う。 

②本部と部局の機能・責任分担関係を明確にした文書決裁の原則（名義者・専決）に基づき、大

学運営の意思決定を迅速に行うとともに、新たな業務等の発生に伴う名義者・専決を改善する。 

③経営協議会における意見・助言をフィードバックし、大学運営に適切に反映するシステムを引

き続き運用する。 

 

 ２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置  

   ○事務組織の機能・編制の見直しに関する具体的方策 

     業務内容に応じて課・室内の構成員が連携して業務を遂行する連携型業務遂行態勢について、

検証結果を踏まえた運用を継続する。 

 
   ○業務改善と情報基盤に関する具体的方策 

新業務用連絡システムの円滑な運用と検証を行うとともに、人事給与システム（PERSON）の高

度活用を目指し、更新に向けた業務設計等を進める。 

  

３ 省エネルギー・環境保全に関する目標を達成するための措置 

   ○省エネルギー・環境保全に関する具体的方策 

学内及び地域における環境教育を充実させるとともに、省エネルギー化を推進するため、省エ

ネ機器への更新及び太陽光発電設備の整備を計画的に実施する。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

   ○競争的資金等の公募型教育研究資金の増加に関する具体的方策 

     競争的資金の獲得を推進するため、URA 研究支援室等による支援を行う。 

 

   ○企業等からの受託研究、共同研究の増加に関する具体的方策 

     研究シーズ収集・登録システムの普及及び産学連携推進のためのコーディネート体制を整備す

る。 

 

   ○大学の多様な活動を支える基金の整備・運用に関する具体的方策 

     筑波大学校友会カード事業を開始するとともに、新たな募金システムの構築を行い、安定的か

つ恒常的な募金体制の確立に向けた基盤を整備する。 

 

 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置  

   ○経費の効率的使用に関する具体的方策 

     インターネットを活用した新しい調達システムについて、運用上の課題等を検証し、システム

の改善を行う。 

 

 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

   ○土地、施設・設備等の効率的・効果的な運用管理に関する具体的方策 

つくば地区の土地について活用計画に基づき施設の整備を実施するとともに、職員宿舎等につ

いても活用処分計画に基づき用途廃止した職員宿舎等の有効活用を実施する。 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

   ○第三者評価と連動した自己点検・評価システムに関する具体的方策 

     年度重点施策方式により自己点検・評価を着実に実施し、評価のプロセスと結果を大学・組織
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の運営にフィードバックする。また、年度重点施策方式の検証を行う。 

 

 ２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

   ○最先端の知識情報基盤と情報システムの整備・運用に関する具体的方策 

     中央図書館のラーニング・コモンズの運用について点検・評価を行い、学習支援サービスの定

常化・体系化に向けた運用方針・体制の見直しを行う。また、専門図書館でのサービスの展開や

学習用のコンテンツの充実を継続する。 

 

   ○大学情報の積極的な発信・提供に関する具体的方策 

     公式英語サイトの全面リニューアルを実施・検証する。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

   ○国際化に対応した施設・設備の整備充実に関する具体的方策 

最先端研究・国際化・情報化に対応するため、施設マスタープランに基づき、学内予算及びそ

の他の多様な財源により施設整備を進める。また、PFI 事業として、生命科学動物資源センター

整備事業と附属病院再開発事業の再開発事業を着実に実施する。 

 

   ○スペースの流動化・共用化に関する具体的方策 

①研究室・実験室等の施設の利用率を向上させるため、実施計画に基づき全学共用スペースの拡

充を実施する。 

②戦略的な施設の有効活用方法を実施するため、柔軟な施設配分が可能となる実施計画に基づき

施設配分を実施する。 

 

   ○学生宿舎等学生生活関連施設の整備に関する具体的方策 

グローバルレジデンス整備事業計画に基づき、学生宿舎の整備を実施する。 

 

 ２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

   ○安全管理・事故防止に関する具体的方策 

     化学薬品の取扱に関するｅラーニング教材を開発し提供するとともに、実験廃棄物管理等の安

全衛生講習会を継続的に実施する。 

 

   ○危機管理に関する具体的方策 

危機管理体制・対応マニュアル等の検証・整備を受け、リスクマネジメントポリシーに基づい

た全学的なリスクマネジメント体制を充実させる。 

 

   ○情報セキュリティの向上に関する具体的方策 

     情報セキュリティ体制の強化及び情報セキュリティリスクマネジメント体制の構築を進める。 

 

 ３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置  

   ○法令遵守意識の向上に関する具体的方策 

カウンセラーによるハラスメント相談体制を引き続き実施・改善し、ハラスメント相談に係る

初期対応を充実する。 

 

   ○内部牽制体制の確立に関する具体的方策 

     業務プロセスチェック制度の運用方法の検証結果を基に、制度の改善を行う。 

 

   ○監査業務の充実に関する具体的方策 
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     監査を通じて、改善を要する事項の改善状況の確認及び助言・提言を行う。また、不正が発生

するリスクに対して重点的かつ機動的な監査を実施し、監査結果を大学運営の改善に結びつける

ことにより、フィードバックシステムを充実・強化する。 
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Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

別紙参照 
 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

○ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

１０８億円 

 

   ２ 想定される理由 

     運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れ

ることが想定されるため。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

  １ 重要な財産を譲渡する計画 

・該当なし 

 

２ 重要な財産を担保に供する計画 

・附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入れに伴い、本学の土地及び建物に 

ついて、担保に供する。 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

○ 決算において剰余金が発生した場合は、 

  ・教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 
Ⅹ その他 

１ 施設・設備に関する計画 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

 
・附属病院再開発事業 
（ＰＦＩ事業２０－４） 
・生命科学動物資源センター 
 施設整備等事業 
（ＰＦＩ事業１３－１１） 
・スポーツ・リエゾン棟 
・大塚特別支援学校校舎・体育館改修
・耐震対策事業 
・小規模改修 
・グローバルレジデンス整備事業 
 

 

総額 

    ６，８６５ 

 

施設整備費補助金（４，０７２）

 

国立大学財務・経営センター 

施設費交付金（１７５） 

 

長期借入金（７４３） 

 

自己収入（１，８７５） 

 

『｢施設整備費補助金｣のうち、平成２７年度当初予算額７９１百万円、前年度よりの繰越額 

３，２８１百万円』 

（注）金額については見込みであり、中期目標を達成するために必要な業務の実施状況等を勘案した

施設･設備の整備や老朽度合い等を勘案した施設･設備の改修等が追加されることもある。 

 

 ２ 人事に関する計画 

（１）国際テニュアトラック制、海外教育研究ユニット招致制度、年俸制の活用により優秀な教員の任
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用を推進する。 

（２）新たな業績評価に基づく年俸制を促進する。 

（３）複線型人事を推進するため、検証結果及び職務を踏まえ、専門職スタッフのキャリアパス等の労

働条件を策定する。 

（４）若手・女性・外国人等の構成比率の数値目標を定めて、多様な人員構成の実現を進める。 

（５）海外教育研究ユニット招致制度や、年俸制、混合給与などの活用により、外国人教員の任用を推

進する。 

（６）若手教員の雇用計画に基づき配分した全学戦略枠を活用し、優秀な若手教員の雇用を促進する。 

（７）人材育成基本方針に基づく職員の能力開発体系図に則して、研修・自己啓発等のプログラムを実

施するとともに、検証に応じた改善を行う。 

 

 

（参考１） 平成２７年度の常勤職員見込数 ３，６７３人 

        また、任期付職員の見込みを ７１３人とする。 

（参考２） 平成２７年度の人件費総額見込み ４５，７８５百万円 
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（別 紙）予算、収支計画及び資金計画 
 

１．予 算  

 

平成２７年度 予算 
（単位：百万円） 

区  分 金  額 

 
収入 
 運営費交付金 
 施設整備費補助金 
 船舶建造費補助金 
 補助金等収入 
 国立大学財務・経営センター施設費交付金 
 自己収入 
  授業料、入学金及び検定料収入 
  附属病院収入 
  財産処分収入 
  雑収入 
 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 
 引当金取崩 
 長期借入金収入 
 貸付回収金 
 承継剰余金 
 目的積立金 
 

計 
 

４１，２１８
４，０７２

０
３，１１１

１７５
３９，８６５
９，４２０

２９，０７６
５

１，３６４
８，５２２

５４９
７４３

０
０
０

９８，２５５

 
支出 
 業務費 
  教育研究経費 
  診療経費 
 施設整備費 
 船舶建造費 
 補助金等 
 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 
 貸付金 
 長期借入金償還金 
 国立大学財務・経営センター施設費納付金 
 

計 
 

７４，８９４
４６，９５４
２７，９４０
６，８６５

０
３，１１１
８，５２２

０
４，８６３

０

９８，２５５

 

  ※ 運営費交付金収入には、平成２７年度予算による東日本大震災により被災した学生等に対する授

業料等免除実施経費（１６百万円）が含まれている。 

     

［人件費の見積り］ 

期間中総額 ４５，７８５百万円を支出する。（退職手当は除く。） 

 

注）退職手当については、国立大学法人筑波大学退職手当規程に基づいて支給することとする。 
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注）｢運営費交付金｣のうち、平成２７年度当初予算額４０，３９３百万円、前年度よりの繰越額のうち

使用見込額８２５百万円。 

注）｢施設整備費補助金｣のうち、平成２７年度当初予算額７９１百万円、前年度よりの繰越額３，２８

１百万円。 

注）施設整備費補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金、長期借入金収入は、｢施設・設備に

関する計画｣に記載した額を計上している。 

注）産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等により行われる

事業経費を計上している。 

注）長期借入金償還金については、償還計画に基づく所要額を計上している。 

注）｢産学連携等研究収入及び寄附金収入等｣のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額４，０４３

百万円。 
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２．収支計画  

 

平成２７年度 収支計画 
（単位：百万円） 

区  分 金  額 

 
費用の部 
  経常費用 
   業務費 
    教育研究経費 
    診療経費 
    受託研究経費等 
    役員人件費 
    教員人件費 
    職員人件費 
   一般管理費 
   財務費用 
   雑損 
   減価償却費 
  臨時損失 
 
収益の部 
  経常収益 
   運営費交付金収益 
   授業料収益 
   入学金収益 
   検定料収益 
   附属病院収益 
   受託研究等収益 
   補助金等収益 
   寄附金収益 
   財務収益 
   雑益 
   資産見返運営費交付金等戻入 
   資産見返補助金等戻入 
   資産見返寄附金戻入 
   資産見返物品受贈額戻入 
  臨時利益 
 
純利益 
目的積立金取崩益 
総利益 
 

８９，４７１
７９，２８３
１１，３９０
１４，６０６
４，７７７

１６６
２６，９６９
２１，３７５
１，６３５

７８５
０

７，７６８
０

８９，５１５
３５，５３０
７，５８１
１，３５０

３０６
２９，０７６
５，６０２
２，２６７
１，８１２

３５
２，２６１
１，９４１
１，２３８

５１６
０
０

４４
０

４４

 

注）総利益(４４百万円)の要因は、附属病院に関する借入金元金償還額、固定資産の取得見込額及びＰ

ＦＩ事業費と減価償却費の差額(４１百万円)、リース債務元本と減価償却費の差額(３百万円)による

もの。(大学分１２百万円、附属病院３２百万円） 

注）受託研究経費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。 

注）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。 
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３．資金計画  

 

平成２７年度 資金計画 
（単位：百万円） 

区  分 金  額 

 
資金支出 
  業務活動による支出 
  投資活動による支出 
  財務活動による支出 
  翌年度への繰越金 
 
資金収入 
  業務活動による収入 
   運営費交付金による収入 
   授業料・入学金及び検定料による収入 
   附属病院収入 
   受託研究等収入 
   補助金等収入 
   寄附金収入 

その他の収入 
  投資活動による収入 
   施設費による収入 
   その他の収入 
  財務活動による収入 
  前年度よりの繰越金 
 

１０２，９８０
８０，３０６
９，４６６
７，７８７
５，４２１

１０２，９８０
９１，８８６
４０，３９３
９，４２０

２９，０７６
５，６０２
３，１１１
１，９８８
２，２９６
４，２５２
４，２４７

５
７４３

６，０９９

 

注）施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交付事業に係る

交付金を含む。 
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年度計画 別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 

 

 

 

 

群 

 
人文・文化学群 
 
 
 
社会・国際学群 
 
 
人間学群 
 
 
 
生命環境学群 
 
 
 
理工学群 
 
 
 
 
 
 
情報学群 
 
 
 
医学群 
 
 
 
 
体育専門学群 
 
芸術専門学群 
 

 
人文学類         ４８０人 

  比較文化学類       ３２０人 
  日本語・日本文化学類   １６０人 
   
  社会学類         ３４０人 
 国際総合学類           ３２０人 
     
 教育学類                １４０人 
  心理学類                ２００人 
  障害科学類                １４０人 
    
 生物学類         ３２０人 
 生物資源学類       ５００人 
 地球学類         ２００人 
 
 数学類          １６０人 
 物理学類         ２４０人 
 化学類          ２００人 
 応用理工学類       ５００人 
 工学システム学類     ５２０人 
 社会工学類        ４８０人 
 
 情報科学類        ３４０人 
 情報メディア創成学類   ２２０人 
  知識情報・図書館学類   ４２０人 
 
  医学類                   ７０８人 
                  （うち医師養成に係る分野 ７０８人） 
  看護学類          ３００人 
 医療科学類              １５４人 
                                
              ９６０人 
                               
                            ４００人 
 

 

 

 

 

 

大 

 

学 

 

院 

 

 

 

 

 

 

 
人文社会科学研究科 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ビジネス科学研究科 
 
 
 

 
  哲学・思想専攻              ３０人（５年一貫課程） 
  歴史・人類学専攻            ６０人（５年一貫課程） 
  文芸・言語専攻            １００人（５年一貫課程） 
 現代語･現代文化専攻     ４４人 
                                うち前期課程  ２０人 
                    後期課程  ２４人 
 国際公共政策専攻      ６０人 
                 うち前期課程   ３０人 
                    後期課程  ３０人 
 国際地域研究専攻      ８１人（修士課程）    
国際日本研究専攻      ９８人 

うち前期課程  ４１人  
後期課程  ５７人 

  
経営システム科学専攻    ６０人（前期課程） 

  企業法学専攻                ６０人（前期課程） 
 企業科学専攻                ６９人（後期課程） 
 法曹専攻         １０８人（専門職学位課程） 
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大 

 

 

学 

 

 

院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
数理物質科学研究科 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
システム情報工学研究科 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生命環境科学研究科 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人間総合科学研究科 
 
 
 
 

  
国際経営ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ専攻   ６０人（専門職学位課程） 

 
 数学専攻                    ９０人 
                                  うち前期課程  ５４人 
                   後期課程  ３６人 
  物理学専攻                １６０人 
                                  うち前期課程 １００人 
                   後期課程  ６０人 
  化学専攻                  １４４人 
                                  うち前期課程  ９６人 
                   後期課程  ４８人 
  ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ専攻      ７５人（後期課程） 
 電子・物理工学専攻    １５６人 
                                  うち前期課程 １０８人 
                   後期課程  ４８人 
 物性・分子工学専攻        １６１人 
                                  うち前期課程 １２２人 
                   後期課程  ３９人 
 物質・材料工学専攻          ２７人（後期課程） 
 
 社会工学専攻             ２９４人 

うち前期課程 ２１６人 
後期課程  ７８人 

  リスク工学専攻             ９６人 
                                  うち前期課程  ６０人 
                   後期課程  ３６人 
  ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ専攻          ３１０人 
                                  うち前期課程 ２２６人 
                   後期課程    ８４人 
  知能機能システム専攻      ２８８人   
                                 うち前期課程 ２１６人 
                   後期課程    ７２人 
  構造エネルギー工学専攻    １８４人 
                                  うち前期課程 １３６人 
                   後期課程    ４８人 
 
地球科学専攻        ７８人（前期課程） 

 生物科学専攻              １７６人 
                                  うち前期課程    ９８人 
                                      後期課程    ７８人 
 生物資源科学専攻          ２１２人（前期課程） 
 環境科学専攻       １６８人（前期課程） 
 地球環境科学専攻         ３３人（後期課程） 
  地球進化科学専攻         ２４人（後期課程） 
 環境バイオマス共生学専攻  １０５人（５年一貫課程）  
  国際地縁技術開発科学専攻  ６６人（後期課程） 
  生物圏資源科学専攻          ６０人（後期課程）     
  生物機能科学専攻            ６３人（後期課程）     
 生命産業科学専攻      ３６人（後期課程） 
 持続環境学専攻       ３６人（後期課程） 
 先端農業技術科学専攻    １８人（後期課程） 
 
フロンティア医科学専攻  １００人（修士課程） 

 看護科学専攻        ５４人 
                                  うち前期課程  ３０人 
                                      後期課程  ２４人 
 ｽﾎﾟｰﾂ健康ｼｽﾃﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻  ４８人（修士課程） 
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大 

 

 

学 

 

 

院 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図書館情報メディア研究科 
 
 
 
教育研究科 
 

   
教育学専攻                  ３６人（前期課程） 

 教育基礎学専攻       ２４人（後期課程） 
  学校教育学専攻              １８人（後期課程） 
 心理専攻          ３２人（前期課程） 
  心理学専攻                  １８人（後期課程） 
  障害科学専攻              １２０人 
                 うち前期課程  ９０人 
                   後期課程  ３０人 
 生涯発達専攻        ９２人（前期課程） 
  生涯発達科学専攻      １８人（後期課程） 
  ﾋｭｰﾏﾝ･ｹｱ科学専攻            ５４人（後期課程） 
  感性認知脳科学専攻          ５８人 
                                 うち前期課程  ２８人 
                     後期課程   ３０人 
  スポーツ医学専攻            ３６人（後期課程） 
 体育学専攻         ２４０人（前期課程） 
 体育科学専攻        ４５人（後期課程） 
 生命システム医学専攻   １１２人（医学の課程） 
 疾患制御医学専攻     １３６人（医学の課程） 
 コーチング学専攻      １８人（後期課程） 
  芸術専攻                  １５０人 
                   うち前期課程 １２０人 
                   後期課程  ３０人 
  世界遺産専攻        ３０人（前期課程） 
 世界文化遺産学専攻     ２１人（後期課程） 
 
 図書館情報メディア専攻    １３７人 
                                  うち前期課程  ７４人 
                                      後期課程  ６３人 
   
  ｽｸｰﾙﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ開発専攻    ３９人（修士課程） 
  教科教育専攻              １６０人（修士課程） 
 

 

 

 

 

附 

属 

学 

校 

 

 

 

 
附属小学校 
 
附属中学校 
 
附属駒場中学校 
 
附属高等学校 
 
附属駒場高等学校 
 
附属坂戸高等学校 
 
附属視覚特別支援学校 
 
附属聴覚特別支援学校 
 
附属大塚特別支援学校 
 
附属桐が丘特別支援学校 
 
附属久里浜特別支援学校 
 

 
  ８９６人 
  学級数 ２４ 
  ６００人 
 学級数 １５ 
 ３６０人 
 学級数  ９ 
  ７２０人 
 学級数 １８ 
 ４８０人 
 学級数 １２ 
  ４８０人 
 学級数 １２ 
 ２５２人 
 学級数 ３７ 
  ２８７人 
 学級数 ４３ 
  ７６人 
 学級数 １３ 
  １４１人 
 学級数 ３１ 
  ５４人 
 学級数 １８ 
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